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平成２１年４月２４日 

厚生労働省老健局振興課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室）
各保険者介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局振興課

今回の内容 

 
「「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指

定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則（参考例）の送付について」

の一部改正について」及び「法改正リーフレット（事業者向け）の送付につい

て」      

計８６枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(基準第一係･内線 3983)

FAX : 03-3503-7894 



事 務 連 絡

平成２１年４月２４日

各都道府県介護保険担当課(室)長 殿

厚生労働省老健局振興課

「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設

及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則（参考例）の

送付について」の一部改正について

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成２０年法律第４２号）の

平成２１年５月１日施行に伴い 「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事、

業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則（参考

例）の送付について （平成１１年７月１６日厚生省老人保健福祉局介護保険制度」

施行準備室長事務連絡）を下記のとおりといたしましたので送付いたします。

なお、本参考例は、介護保険法に基づく指定又は許可等の事務を処理するための

規定振りの一つの例を示したものであり、文言や様式を拘束する趣旨のものではあ

りませんので、各都道府県において適宜追加・修正を行ったうえで活用してくださ

い。

記

「指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護

予防サービス事業所の指定等に関する規則（参考例 」を別紙のとおり改正する。）

【改正の概要】

○参考例規則第４条関係

休止及び廃止の届出が事前届出制となったことに伴う改正

○参考例規則第11条関係

公示事項が介護保険法施行規則に規定されたことに伴う改正

○参考例規則添付書類様式（参考様式９－１）関係

指定の欠格事由の改正に伴う誓約書様式の改正

○その他指定基準及び報酬改定等に伴う様式の修正



別
紙

「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
等
に
関
す

（

）

」（

）（

、

）

る
規
則

参
考
例

の
送
付
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
事
務
連
絡

改
正
：
平
成
十
三
年
二
月

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
参
考
例
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

新
旧
対
照
表
〉

〈指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
等
に

関
す
る
規
則
（
参
考
例
）改

正
後

旧

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

、

（

。

、

（

。

第
一
条

こ
の
規
則
は

介
護
保
険
法

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

第
一
条

こ
の
規
則
は

介
護
保
険
法

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

以
下
「
法
」
と
い
う

、
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

以
下
「
法
」
と
い
う

、
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

。
）

。
）

二
十
四
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う

、
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平

二
十
四
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う

）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則

。
）

。

（

。

「

」

。）

成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号

以
下

施
行
規
則

と
い
う

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う

）
に
定
め

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介

。

る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援

護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指

所
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
指
定
又
は
許
可
の
申
請
等
）

（
指
定
の
申
請
等
）

第
二
条

法
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第

第
二
条

法
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第

一
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の

一
項
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
指
定
申
請
書

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
指
定
申
請
書

又
は
許
可
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

又
は
許
可
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

、

、

、

、

、

、

２

法
第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
一
項

第
八
十
六
条
第
一
項

２

法
第
七
十
条
第
一
項

第
七
十
九
条
第
一
項

第
八
十
六
条
第
一
項

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
一

第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
又
は
許
可
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
又
は
許
可
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指

定
又
は
許
可
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示
す
る

定
又
は
許
可
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
指
定
又
は
許
可
の
更
新
等
）

（
指
定
の
更
新
等
）



第
二
条
の
二

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
（
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い

第
二
条
の
二

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
七
条
の

。）

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
七
条

二
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
一-

二
号

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
指
定

様
式
に
よ
る
指
定
更
新
申
請
書
又
は
許
可
更
新
申
請
書
に
よ
り
行
う
も

更
新
申
請
書
又
は
許
可
更
新
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
六

２

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
六

条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
七
条
の
二
第
一
項

条
の
二
第
一
項
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
七
条
の
二
第
一
項

及
び
第
百
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
指
定
又
は
許
可
の
更
新
を
受

及
び
第
百
十
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
指
定
更
新
又
は
許
可
更
新
を
受

け
た
者
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
又
は
許
可
の
更
新
に
係
る
事
業
所
又

け
た
者
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
更
新
又
は
許
可
更
新
に
係
る
事
業
所

は
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示
す
る
も
の
と
す
る
。

又
は
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
特
例
に
係
る
別
段
の
申
出
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
特
例
に
係
る
別
段
の
申
出
）

第
三
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
た

第
三
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
た

だ
し
書
（
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
の
申
出
は
、
第
二
号

規
定
に
よ
る
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
の
申
出
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る

様
式
に
よ
る
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
の
申
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

指
定
を
不
要
と
す
る
旨
の
申
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

（
変
更
の
届
出
等
）

、

、

、

、

、

、

、

第
四
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項

第
八
十
二
条
第
一
項

第
八
十
九
条

第
四
条

法
第
七
十
五
条

第
八
十
二
条

第
八
十
九
条

第
九
十
九
条

第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
一
項
の

第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
施
行
規

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
様
式

則
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
、
第
百
三
十
五
条
、

に
よ
る
変
更
届
出
書
に
よ
り
、
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
三

第
百
三
十
七
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の
十
九
第
一
項
に
掲

号
の
二
様
式
に
よ
る
再
開
届
出
書
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
す

げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
三
号
様
式
に
よ
る
変
更

る
。

届
出
書
に
よ
り
、
事
業
の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
第
四
号
様
式
に
よ
る
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
九
十
九
条
第
二

項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
休
止
の
届

出
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
廃
止
・
休
止
届
出
書
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
辞
退
）

（
指
定
の
辞
退
）

第
五
条

法
第
九
十
一
条
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退

第
五
条

法
第
九
十
一
条
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退

は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
指
定
辞
退
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
指
定
辞
退
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
許
可
事
項
の
変
更
申
請
）

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
許
可
事
項
の
変
更
申
請
）



第
六
条

法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
は
、
第
六
号

第
六
条

法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
は
、
第
六
号

様
式
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
事
項
変
更
申
請
書
に
よ
り

様
式
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
開
設
許
可
事
項
変
更
申
請
書
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理
者
の
承
認
申
請
）

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
医
師
以
外
の
管
理
者
の
承
認
申
請
）

第
七
条

法
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
第
七
号
様
式
に

第
七
条

法
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
第
七
号
様
式
に

よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
管
理
者
承
認
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
管
理
者
承
認
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
広
告
の
許
可
の
申
請
）

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
広
告
の
許
可
の
申
請
）

、

、

第
八
条

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
に
係
る
許
可
の
申
請
は

第
八
条

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
に
係
る
許
可
の
申
請
は

第
八
号
様
式
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
広
告
事
項
許
可
申
請
書
に
よ

第
八
号
様
式
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
広
告
事
項
許
可
申
請
書
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
変
更
申
請
）

（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
変
更
申
請
）

第
九
条

法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
九
号
様
式
に

第
九
条

法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
第
九
号
様
式
に

よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
指
定
変
更
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の

よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
変
更
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
）

（
市
町
村
等
へ
の
情
報
提
供
）

第
十
条

知
事
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
若
し
く

第
十
条

知
事
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
若
し
く

は
許
可
又
は
届
出
若
し
く
は
申
出
の
受
理

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

指

は
許
可
又
は
届
出
若
し
く
は
申
出
の
受
理

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

指

（

、「

（

、「

定
等
」
と
い
う

）
を
し
た
と
き
は
、
市
町
村
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連

定
等
」
と
い
う

）
を
し
た
と
き
は
、
市
町
村
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連

。

。

合
会
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
当
該
指
定
等
に
係
る
事
業
所
又
は
施

合
会
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
当
該
指
定
等
に
係
る
事
業
所
又
は
施

設
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

設
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
他

２

前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二

当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
指
定
又
は
許
可
の
申
請
者
又
は
開
設
者

（
一
）

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
及
び
所
在
他

の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住

（
二
）

当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
指
定
又
は
許
可
の
申
請
者
又
は
開

所
（
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
が
法
人
以
外
の
者
の
開
設
す

設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及

る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
と
き
は
、
開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所
）

び
住
所
（
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
が
法
人
以
外
の
者
の
開

、

）

三

指
定
年
月
日
又
は
許
可
年
月
日

設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
と
き
は

開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

指
定
更
新
年
月
日
又
は
許
可
更
新
年
月
日

（
三
）

指
定
年
月
日
又
は
許
可
年
月
日

五

事
業
開
始
年
月
日

（
四
）

指
定
更
新
年
月
日
又
は
許
可
更
新
年
月
日

六

運
営
規
程

（
五
）

事
業
開
始
年
月
日

七

介
護
保
険
事
業
所
番
号

（
六
）

運
営
規
程



（
七
）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
七
十
二
条
第

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
一
条
本
文
及
び
第
七
十
二
条
本
文
の

一
項
本
文
（
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

指
定
又
は
承
認
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
指
定
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
情

４

知
事
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
情

。

。

報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託
す
る

報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
一
条

法
第
七
十
八
条
、
第
八
十
五
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
四
条

第
十
一
条

法
第
七
十
八
条
、
第
八
十
五
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
十
五

の
二
、
第
百
十
五
条
及
び
第
百
十
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、

条
及
び
第
百
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
法
第
七
十
八
条
各

施
行
規
則
第
百
三
十
一
条
の
二
、
第
百
三
十
三
条
の
二
、
第
百
三
十
五

号
、
第
八
十
五
条
各
号
、
第
九
十
三
条
各
号
、
第
百
十
五
条
各
号
及
び

条
の
二
、
第
百
三
十
七
条
の
二
、
第
百
四
十
条
の
二
及
び
第
百
四
十
条

第
百
十
五
条
の
九
各
号
の
措
置
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

の
二
十
三
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
介
護
保
険
事
業
所
番
号
に
つ

行
う
も
の
と
す
る
。

い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

（
二
）

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
、
介
護
保
険
施
設
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地

（
三
）

当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
指
定
又
は
許
可
の
申
請
者
又
は
開

設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及

び
住
所
（
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
又
は
施
設
が
法
人
以
外
の
者
の
開

、

）

設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
と
き
は

開
設
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
四
）

指
定
（
更
新

、
指
定
の
辞
退
又
は
指
定
の
取
消
し
の
年
月
日

）

（
五
）

指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
の
年
月
日
及
び

内
容

（
六
）

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
規
定
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
四
号
中
「
指
定
、

指
定
の
辞
退
又
は
許
可
の
取
消
し
」
と
あ
る
の
は
「
許
可
又
は
許
可
の

取
消
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

第
三
条
の
規
定
は
、
施
行
法
第
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
五
条

第
十
二
条

第
三
条
の
規
定
は
、
施
行
法
第
四
条
た
だ
し
書
き
及
び
第
五

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



（
実
施
細
目
）

（
実
施
細
目
）

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

第
十
三
条

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
サ
ー
ビ
ス
事
業

事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
及
び
指
定
介

所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
し

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

別
に
定
め
る
。

（
介
護
保
険
の
実
施
の
た
め
の
必
要
な
準
備
）

（
介
護
保
険
の
実
施
の
た
め
の
必
要
な
準
備
）

第
十
四
条

知
事
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
指
定
居
宅

第
十
四
条

知
事
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
の

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
介
護
保
険
施
設
の

指
定
等
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
等
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

（
略
）

附
則

（
略
）































































































































































平成２１年５月平成２１年５月11日から日から
介護保険法が変わります介護保険法が変わります

介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の
運営や、利用者の皆様へのサービスの確保を行うことができる
よう、介護保険法等が改正されました。

介護サービス事業者の皆様へ

事業者は、業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要となりました。

○ 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。

○ 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

○ 届出は体制を整備した後、速やかに行っていただく必要がありますが、
平成２１年１０月３１日までの間は、同日までの届出でかまいません。

１ 業務管理体制の整備・届出

※①については、事業所等の所在地により届出先はつぎのようになります。

・１つの地方厚生局の管轄区域にある場合 →当該地方厚生局長

・２つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合 →事業所等の数が多い地域を管轄する地方厚生局長

・３つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合→厚生労働大臣（老健局介護保険指導室）

地方厚生局の管轄区域や届出先については厚生労働省のホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/

（業務管理体制整備の内容）

２０未満

法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満

法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備

法令遵守責任者の選任

100以上

法令遵守規程の整備

業務執行の状況の監査

指定又は許可を受けている事業所等の数（みなし事業所を除く）

（業務管理体制整備の内容）

２０未満

法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満

法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備

法令遵守責任者の選任

100以上

法令遵守規程の整備

業務執行の状況の監査

指定又は許可を受けている事業所等の数（みなし事業所を除く）

※同一事業所が、例えば訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は

２と数えます。

都道府県知事③ ①及び②以外の事業者

市町村長② 地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、

指定事業所が同一市町村内に所在する事業者

厚生労働大臣又は地方厚生局長① 指定事業所又は施設が２以上の都道府県に所在する事業者

届 出 先区 分

都道府県知事③ ①及び②以外の事業者

市町村長② 地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、

指定事業所が同一市町村内に所在する事業者

厚生労働大臣又は地方厚生局長① 指定事業所又は施設が２以上の都道府県に所在する事業者

届 出 先区 分



① 取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的関与が確認された

場合に連座制が適用されることとなりました。

② 指定・更新の欠格事由に、同一法人グループ等における密接な関係を

有する法人が指定の取り消しを受けた場合が追加されました。

③ 連座制の適用範囲が、居宅・地域密着型サービスの場合、在宅系（例：

訪問介護）と居住系（例：特定施設入居者生活介護）に分かれました。

休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜

提供が義務づけられました。

（この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。）

① 休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後１０日以内」

から、「休止・廃止予定日の１月前まで」に変わりました。

② 立入検査後、１０日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知

した場合、聴聞決定予定日までに廃止の届出を行うと、指定・更新の

欠格事由に該当することとなりました。

２ 休止・廃止届が事前届出制に

厚 生 労 働 省 老 健 局

総務課介護保険指導室・振興課

３ 休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化

利用者のサービス継続のための措置

利用者への継続的なサービス提供の
ための便宜提供
(他事業所の紹介、介護支援専門員
との連絡調整等)

当該事業所の
廃止・休止

厚生労働大臣、都道府県知事、
市町村長による援助

(助言、相談窓口の設置等)

事
業
廃
止
・
休
止
届
出
の
提
出

継続的な
サービス確保

（イメージ図）

利用者のサービス継続のための措置

利用者への継続的なサービス提供の
ための便宜提供
(他事業所の紹介、介護支援専門員
との連絡調整等)

当該事業所の
廃止・休止

厚生労働大臣、都道府県知事、
市町村長による援助

(助言、相談窓口の設置等)

事
業
廃
止
・
休
止
届
出
の
提
出

継続的な
サービス確保

（イメージ図）

４ 指定の取り消しにおける連座制の見直し
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